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 資料１  

令和８年度第５回（令和８年６月２日）庁議提案 

審議 ☐報告 ☐その他  

担当部・課：市民生活部環境未来推進課〔内線３３７３〕 

１ 件名 

 リユース・リサイクル活動の推進等に関する連携協定の締結について 

２ 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 本市では、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、石巻市環境基本

条例に基づき、石巻市環境基本計画を策定しており、その中で、ごみの減量化・再資源化に継続的に取

り組み、新たなごみ処理施設の整備を控えるなど、資源循環型社会の構築に向け、取組を進めている。 

 また、さらに市民がリユースしやすい環境づくりやリユース・リサイクルへの意識醸成を図るため、

石巻市一般廃棄物処理基本計画に基づき、民間事業者と連携し、ごみの減量化・再資源化に取り組む必

要があることから、各事業者と連携事項や具体的な取組について協議を進めてきた。 

【目的】 

 リユース活動等の促進に向けた連携と協力に関する協定の締結により、リユース活動等を促進し、

廃棄物の減量及び資源の循環等を推進するもの。 

３ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令：有 ☐無】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

石巻市廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理等に関する条例（平成１７年石巻市条例第１８０

号） 

石巻市環境基本条例（平成１７年石巻市条例第１６６号） 

【総合計画の位置付け：有 ☐無】  

第２章 都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち 

第２節 持続可能な社会を目指すごみの減量化と資源循環の推進 

【個別計画の位置付け：有 ☐無】 

石巻市環境基本計画 

第３章 望ましい環境像の実現に向けた取組 

  基本目標３ 循環型社会の構築 

石巻市一般廃棄物処理基本計画 

 第４章 計画の推進と進行管理 

  第５節 減量化・資源化重点施策   

４ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

別紙のとおり 

５ 主な内容 

 別紙のとおり 

６ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 別紙のとおり 

７ 他の自治体の政策との比較検討 

 別紙のとおり 

８ 今後の予定及び施行予定年月日 
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令和８年６月 リユース・リサイクル活動の推進等に関する連携協定の締結（予定） 

９ その他 



別紙

事業者名　

　項目

４　提案に至るまでの経過

令和８年１月～　資源循環型社会の推進に関する連
携協定の締結に向けた協議

令和８年１月～　実証実験の連携と協力に関する協
定の締結に向けた協議

令和８年２月～　リユース活動の促進に向けた連携
と協力に関する協定締結に向けた協議

令和８年２月～　リユース活動の促進に向けた連携
と協力に関する協定締結に向けた協議

５　主な内容

１　協定内容
（1）リユース・リサイクルの推進に関すること。
（2）その他資源循環型社会の推進に資すること。

２　実施予定事項
　　同社が開発したBOX型物品回収システム「R‐
　LOOP（アール・ループ）」を本庁舎や公共施設等
　に設置し、家庭で不要になった衣類や雑貨等を回
　収してリユース・リサイクルにつなげる。

３　協定締結期間
　　協定締結の日から令和９年３月３１日（１年ご
　とに自動更新）とする。

１　協定内容
（1）寝具等の再生素材化によるリサイクル率の向上
　に関すること。
（2）地域内におけるサーキュラーエコノミーの形成
　に関すること。
（3）検証結果の共有及び今後の連携・協力に関する
　こと。
（4）その他本協定の目的を達成するために必要な事
　項に関すること。

２　実施予定事項
　　本市住民から粗大ごみとして排出された敷布団
　や掛布団等の寝具について、再生素材化、リサイ
　クルにつなげる。

３　協定締結期間
　　協定締結の日から令和９年３月３１日とする。
　以降は実証実験の結果を受け協議の上決定する。

１　協定内容
（1）リユース活動の促進を通じた循環型社会の形成
　に関すること。
（2）循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向
　けた啓発に関すること。
（3）循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向
　けた協働推進に関すること。
（4）その他、両者で合意した本協定の目的に資する
　事業に関すること。

２　実施予定事項
　　市ホームページ内の粗大ごみの出し方等のペー
　ジで、リユースの啓発及び情報サイト「おいくら
　」を紹介。「おいくら」は一度に複数のリユース
　ショップの買取価格を比較し、売却ができるサー
　ビスで、「まだ使える」リユースという選択肢を
　周知し、リユース活動を促進する。

３　協定締結期間
　　協定締結の日から令和９年３月３１日（１年ご
　とに自動更新）とする。

１　協定内容
（1）リユース活動を促進するための企画立案に関す
　ること。
（2）リユース活動を促進するための広報啓発に関す
　ること。
（3）その他リユース活動の促進に関して、両者で合
　意した事項に関すること。

２　実施予定事項
　　市ホームページ内の粗大ごみの出し方等のペー
　ジで、リユースの啓発及び情報サイト「ジモティ
　ー」を紹介。「ジモティー」は、地域の様々な情
　報を無料で掲載できる掲示板サイトで、「捨てず
　に譲る」という選択肢を周知し、リユース活動を
　促進する。

３　協定締結期間
　　協定締結の日から令和９年３月３１日（１年ご
　とに自動更新）とする。

６　実施した場合の影響・効果

【影響・効果】
「ごみとして捨てない、資源循環の選択肢」を市民
に提供し、リユースしやすい環境づくり、リユース
・リサイクルへの意識醸成及びごみの減量化・資源
化等が図られる。

【市財政への負担】
　なし

【影響・効果】
ごみ量や温室効果ガスの排出削減、また、寝具等
が、新たな再生資源に生まれ変わり、新たな製品の
原料に使用されるなど、「リサイクルの見える化」
により、市民の分別意識の向上が期待される。

【市財政への負担】
　なし

【影響・効果】
ごみの減量につなげるとともに、リユース意識を向
上させ、ごみの排出抑制が期待される。

【市財政への負担】
　なし

【影響・効果】
ごみの減量につなげるとともに、リユース意識を向
上させ、ごみの排出抑制が期待される。

【市財政への負担】
　なし

７　他の自治体の政策との比較検討

仙台市で同様の協定を締結済 栗原市で同様の協定を締結済 大和町及び利府町で同様の協定を締結済 気仙沼市及び東松島市で同様の協定を締結済

ブックオフコーポレーション株式会社

【会社概要】
設立：平成3年8月
所在地：神奈川県相模原市南区古淵2-14-20
資本金：1億円(ブックオフグループホールディング
　　　　ス株式会社　令和7年5月現在)

株式会社マーケットエンタープライズ

【会社概要】
設立：平成18年7月（事業開始：平成16年11月）
所在地：東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファースト
　　　　ビル2階
資本金：3億3,742万8,000円(令和8年3月末現在)

株式会社ジモティー

【会社概要】
設立：平成23年2月
所在地：東京都品川区西五反田1-2-10
資本金：3億800万円 (令和7年12月末現在)

株式会社yuni

【会社概要】
設立：令和元年10月
所在地：東京都渋⾕区東1-29-3 渋⾕BRIDGE
　　　　B棟1c、2b区画
資本金：500,000円


